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前号に続き、原発事故に関連する放射能についての解説です 

放射能基礎知識 その２ 放射線は私達の身近にいつもある 

＜図：厚労省ＨＰより引用＞ 

 図のように、私達は普段の生活でも放射線を受けています。その量は年間２．４ミリシーベルト（世

界平均）です。また、図の右側のように病院等では放射線を利用して検査などを行っています（Ｃ

Ｔスキャンや胃のレントゲン写真など）。原発事故により、一時的に空気中の放射線物質の量が増

えましたが、現在は県内に原発からの放射性物質は漂っていません（山形県発表）。正しい知識を

学び、様々な情報を見極める力を持ちましょう。 

 

 

お知らせ 新作！！字幕付・手話付ＤＶＤ多数入荷しました！！ 

おススメＤＶＤ 『ＣＯＤＡ（コーダ） ぼくたちの親はきこえない』 

   聞こえない親から生まれた聞こえる子どものことを「コーダ」と言います。 
そんなコーダとろう親・ろう祖父母との関係や様々な場面について当事者（コーダ・
ろう親・ろう祖父母）がインタビューに答えています。また、ろう者にとって見やす
い画面も特徴的です。どんな画面になっているのかは、ぜひ見てみて確かめて下さい！ 

２０１２ 今年もどうぞよろしくお願いいたします 
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地上デジタル放送に変わり、リモコンの字幕ボタンを押せば簡単に字幕付きの番組が見られるよ

うになりました。しかし、これは字幕放送の番組に限ったことです。一般のニュースや情報番組、

特に生放送の番組は字幕放送ではありません。また、日本語が苦手な方にとっては字幕ではなく手

話放送が求められます。そんな問題を解決してくれるのが、「アイ・ドラゴン」です。既存の番組に

独自に字幕と手話通訳をつけて放送しているＣＳ放送「目で聴くテレビ」が見られます。地デジチ

ューナー内蔵なので、アナログテレビでも使えます。 

また、災害時には緊急災害放送の開始を光警報器で知らせることから、聴覚障がい者への情報保

障の一環として、市町村や情報提供施設への設置も増えています。 

【機器名】アイ・ドラゴンⅢ  

【問合せ】・各市町村福祉課 

・CS 障害者放送統一機構アイ・ドラゴンカスタマーセンター fax06-6242-6502 

 

 

 

 

 

４月から補聴器なしで取得できる運転免許の範囲が広がります 
 現在、聴覚障がい者が運転免許を取得する方法は２つあります 

①補聴器をつけて適性試験に合格（10ｍの距離で 90 ﾃﾞｼﾍﾞﾙ警音器の音が聞こえる） 

⇒ワイドミラー不要、聴覚障がい者標識不要、普通自動車以外（バイク、大型車等）も運転ＯＫ 

②①の警音器の音が聞こえなくても、ワイドミラー使用法等の講習を受けること（補聴器不要） 

⇒ワイドミラー必要、聴覚障害者標識必要、運転可能なのは普通自動車のみ 

 

この②の運転可能範囲が４月から変わる予定です 

自動車などの種類 現在 拡大後 

普通自動車 
乗用車 ● ● 

貨物車 × ○ 

原動機付自転車 × ◎ 

小型特殊自動車 × ◎ 

大型自動二輪車 × ◎ 

普通自動二輪車 × ◎ 

※大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車の運転⇒②は運転できません 

※第二種免許（タクシー、バスなどの運転）の取得⇒①・②も取得できません 

 
編集後記 
2012 年は辰年（たつどし）。動物にあてはめると竜（龍）です。十二支の中では唯一、この
世に存在しない想像上の動物です。また、竜ではなく「竜の落とし子（たつのおとしご）」
を年賀状に使った方もいらっしゃるかもしれません。竜の落とし子は魚なんですが、竜の姿
に似ていることからその名がついたと言われています。竜のように上昇する、また竜の落と
し子のように前へ前へと進む１年にしたいものです。 

★既にアイ・ドラゴンをお持ちの方へ★ 
これまで交換できなかった「アイ・ドラゴンⅡa」（黒い色をしています）も、最新の
「アイ・ドラゴンⅢ」に無料交換できるようになりました！詳細は各市町村福祉課へ。 
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●：聴障者標識、ワイドミラーが必要 
○：聴障者標識、ワイドミラー、補助ミラーが必要 
◎：聴障者標識、ワイドミラー不要 
×：取得できない 

聴覚障害者標識 既存ミラー（黒）にワイドミラー
（白）を装着した様子 

～アイ・ドラゴン～ 
日常生活用具<聴覚障害者用情報受信装置>
に該当します！ 


